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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学像を画像信号に変換する撮像手段と、
　当該撮像手段の出力画像信号を第１又は第２の記録媒体へ記録する記録処理手段と、
　当該第１の記録媒体の残量及び当該第２の記録媒体の残量を検出する残量検出手段と、
　当該残量検出手段によって検出された残量に基づいて、当該第１の記録媒体と当該第２
の記録媒体のうち、当該出力画像信号の記録先として予め指定されている一方の記録媒体
の残量を優先して表示し、他方の記録媒体の残量を付加的に表示する残量表示手段と、
　当該第１の記録媒体が当該出力画像信号の記録先として予め指定されている場合で、当
該第１の記録媒体の残量が所定値以下になったとき、かつ、当該第２の記録媒体の残量が
基準値以上あるときに、当該出力画像信号の記録先を当該第２の記録媒体に変更する旨の
警告を所定期間、ユーザに通知する通知手段と、
　当該通知手段による通知が行われている間、ユーザから当該第２の記録媒体に記録先を
変更するか否かの指示を受け付けて判定する判定手段と、
　当該判定手段の判定結果が当該第２の記録媒体に記録先を変更するものである場合に、
当該出力画像信号の記録先を当該第１の記録媒体から当該第２の記録媒体に変更する記録
先変更手段
とを具備し、
　当該残量表示手段は、当該記録先変更手段によって当該出力画像信号の記録先が当該第
１の記録媒体から当該第２の記録媒体に変更されると、当該第２の記録媒体の残量を当該
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第１の記録媒体の残量よりも優先して表示するよう変更する
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　当該第１及び第２の記録媒体の一方は、メモリカード又は光ディスクであることを特徴
とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　当該所定値はユーザ操作によって変更可能であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の撮像装置。
【請求項４】
　当該記録処理手段は、当該通知手段による通知が行われている間の当該出力画像信号を
一時記憶するバッファを具備することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の
撮像装置。
【請求項５】
　光学像を画像信号に変換する撮像手段と、
　当該撮像手段の出力画像信号を、それぞれ種類が異なる第１又は第２の記録媒体へ記録
する記録処理手段と、
　当該第１の記録媒体の残量及び当該第２の記録媒体の残量を検出する残量検出手段と、
　当該残量検出手段によって検出された残量に基づいて、当該第１の記録媒体と当該第２
の記録媒体のうち、当該出力画像信号の記録先として予め指定されている一方の記録媒体
の残量を当該一方の記録媒体の種類を示すアイコンと共に優先して表示し、他方の記録媒
体の残量を当該他方の記録媒体の種類を示すアイコンと共に付加的に表示する残量表示手
段と、
　当該第１の記録媒体が当該出力画像信号の記録先として予め指定されている場合で、当
該第１の記録媒体の残量が所定値以下になったとき、かつ、当該第２の記録媒体の残量が
基準値以上あるときに、当該出力画像信号の記録先を当該第１の記録媒体から当該第２の
記録媒体に変更する記録先変更手段
とを具備し、
　当該残量表示手段は、当該記録先変更手段によって当該出力画像信号の記録先が当該第
１の記録媒体から当該第２の記録媒体に変更されると、当該第２の記録媒体の残量を当該
第１の記録媒体の残量よりも優先して表示するよう変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　当該第１及び第２の記録媒体の組み合わせは、メモリカード及び光ディスクの組み合わ
せであることを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の記録媒体を具備する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル信号処理技術の進歩により、動画像、静止画像及び音声等のデジタル情
報を高能率で符号化する技術が広く利用可能になった。この種の高能率圧縮技術を利用す
ると、容易に高品位な映像を小容量の記録媒体に記録でき、通信媒体を介して転送可能で
ある。
【０００３】
　一方、記録媒体は磁気テープから記録可能光ディスクに変わり、利便性の高い装置へと
移行しつつある。さらに、記録可能光ディスク以外に、光磁気ディスク、固体メモリ及び
磁気ディスク等の種々のタイプの大容量記憶媒体が利用可能になってきている。
【０００４】
　撮像装置では、磁気テープ又は記録可能光ディスクとメモリカードのように、２種類の
記憶装置を有するものが商品化されている（例えば、特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２００４－２７４４４９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、光ディスクは、磁気テープに比べて圧倒的に記録容量が少ない。例えば、一般
的なミニＤＶテープが約１２ＧＢの容量であるのに対し、直径８ｃｍの記録型ＤＶＤは１
．４ＧＢである。また、メモリカードも記録容量が小さく、極めて高価である。この結果
、磁気テープを記録媒体とする撮像装置に比べて、光ディスク又はメモリカードを記録媒
体とする撮像装置は、撮影可能時間が短く、しばしば画質を犠牲にすることとなる。
【０００６】
　特許文献１に記載される光ディスクとメモリカードをそれぞれ、動画記録用と静止画記
録用、高画質記録用と高圧縮記録用のように、区別して使用しており、互いを補完できる
ようにはなっていないし、互いを補完できなかった。さらには、ユーザは媒体の種別を常
に意識する必要があり、操作性が煩雑になっていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、記録先となる複数の記録媒体を有機的又は補完的に利用可能な撮像
装置を提示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、光学像を画像信号に変換する
撮像手段と、当該撮像手段の出力画像信号を第１又は第２の記録媒体へ記録する記録処理
手段と、当該第１の記録媒体の残量及び当該第２の記録媒体の残量を検出する残量検出手
段と、当該残量検出手段によって検出された残量に基づいて、当該第１の記録媒体と当該
第２の記録媒体のうち、当該出力画像信号の記録先として予め指定されている一方の記録
媒体の残量を優先して表示し、他方の記録媒体の残量を付加的に表示する残量表示手段と
、当該第１の記録媒体が当該出力画像信号の記録先として予め指定されている場合で、当
該第１の記録媒体の残量が所定値以下になったとき、かつ、当該第２の記録媒体の残量が
基準値以上あるときに、当該出力画像信号の記録先を当該第２の記録媒体に変更する旨の
警告を所定期間、ユーザに通知する通知手段と、当該通知手段による通知が行われている
間、ユーザから当該第２の記録媒体に記録先を変更するか否かの指示を受け付けて判定す
る判定手段と、当該判定手段の判定結果が当該第２の記録媒体に記録先を変更するもので
ある場合に、当該出力画像信号の記録先を当該第１の記録媒体から当該第２の記録媒体に
変更する記録先変更手段とを具備し、当該残量表示手段は、当該記録先変更手段によって
当該出力画像信号の記録先が当該第１の記録媒体から当該第２の記録媒体に変更されると
、当該第２の記録媒体の残量を当該第１の記録媒体の残量よりも優先して表示するよう変
更することを特徴とする。
　本発明に係る撮像装置は、光学像を画像信号に変換する撮像手段と、当該撮像手段の出
力画像信号を、それぞれ種類が異なる第１又は第２の記録媒体へ記録する記録処理手段と
、当該第１の記録媒体の残量及び当該第２の記録媒体の残量を検出する残量検出手段と、
当該残量検出手段によって検出された残量に基づいて、当該第１の記録媒体と当該第２の
記録媒体のうち、当該出力画像信号の記録先として予め指定されている一方の記録媒体の
残量を当該一方の記録媒体の種類を示すアイコンと共に優先して表示し、他方の記録媒体
の残量を当該他方の記録媒体の種類を示すアイコンと共に付加的に表示する残量表示手段
と、当該第１の記録媒体が当該出力画像信号の記録先として予め指定されている場合で、
当該第１の記録媒体の残量が所定値以下になったとき、かつ、当該第２の記録媒体の残量
が基準値以上あるときに、当該出力画像信号の記録先を当該第１の記録媒体から当該第２
の記録媒体に変更する記録先変更手段とを具備し、当該残量表示手段は、当該記録先変更
手段によって当該出力画像信号の記録先が当該第１の記録媒体から当該第２の記録媒体に
変更されると、当該第２の記録媒体の残量を当該第１の記録媒体の残量よりも優先して表
示するよう変更することを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、二つ以上の記録媒体をあたかも一つの記録媒体であるように扱え、記
録媒体の交換時期を容易に把握することができる。したがって、撮影用途や撮影状況に応
じて媒体を使い分けることができ、高い利便性を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明に係る撮像装置の一実施例の概略構成ブロック図である。撮像装置１０
は、デジタルビデオカメラ又はデジタルカメラ等である。撮像装置１０は、制御部１２、
撮像部１４、符号化部１６、表示部１８、メモリカード（記録媒体）２０、光ディスク（
記録媒体）２２、バッファ２４及び操作部２６を具備する。
【００１２】
　制御部１２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ、又はこれらと同等の機能を有する集積回路
等からなる。撮像部１４は、ＣＣＤセンサ又はＣＭＯＳセンサからなる撮像素子と、撮像
素子に光学像を結像するレンズからなる。符号化部１６はＭＰＥＧ又はＭＰＥＧ－４等の
画像圧縮方式を用いて、撮像部１４の出力画像信号から映像ストリームを生成する。
【００１３】
　表示部１８は、撮像部１４からの画像と、動画または静止画の撮影状況を表示する。ま
た、表示部１８は、メモリカード２０及び光ディスク２２の残量を記録可能な動画時間又
は静止画枚数として個別に又は合計値として表示する。個々の残量を表示するとき、表示
部１８の画面上には、メモリカード２０及び光ディスク２２を示すアイコンも表示する。
【００１４】
　メモリカード２０と光ディスク２２は、動画記録用にも静止画記録用にも使用される。
バッファ２４は、動画データ又は静止画データを一時的に保持する。バッファ２４はまた
、耐震のためのショックプルーフメモリとしてもできるように、大きめの記憶容量を具備
する。
【００１５】
　操作部２６はボタン及びキー等から構成されており、トリガボタン及びメニューボタン
（不図示）を具備する。図４を参照して後で詳細に説明するが、トリガボタンは、記録先
に指定した記録媒体の残量が無くなった場合に、記録先を変更せずに記録中止を指示する
のに使用され、メニューボタンは、記録先を変更して記録を続行することを指示するのに
使用される。
【００１６】
　本実施例では、記録媒体としてメモリカード２０と光ディスク２２を使用して説明する
が、他の記録媒体（ＤＶＤ－ＲＡＭやＨＤＤ等）を使用してもよい。また、記録媒体とし
てメモリカード２０と光ディスク２２を用いているが、２つ以上の記録媒体を用いてもよ
い。
【００１７】
　次に、図２及び図３を用いて、残量の表示例を説明する。図２及び図３のどちらの場合
も、撮影画像の記録先としてメモリカード２０が予め指定されているものとする。残量の
表示態様としては、図２及び図３には、（１）合計残量と、記録先として指定されている
記録媒体の残量、（２）記録先として指定されている記録媒体の残量と、他の記録媒体の
残量、並びに（３）合計残量、記録先として指定されている記録媒体の残量及び他の記録
媒体の残量の３種類が図示されている。即ち、合計残量と他の記録媒体の残量の一方は省
略されることがある。
【００１８】
　図２及び図３では、メモリカード２０のアイコンは「四角」で示され、光ディスク２２



(5) JP 4673158 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

のアイコンは「丸」で示される。これらのアイコンの表示例は、あくまでも例であり、メ
モリカード２０のアイコンをメモリカードの絵柄を示すものとし、光ディスク２２のアイ
コンを光ディスクの絵柄を示すものとしてもよい。合計残量は、メモリカード２０の残量
と光ディスク２２の残量を足したものである。
【００１９】
　図２は、残量を動画記録の残り時間で示す表示例である。図２（ａ）は、合計残量と、
記録先として指定されているメモリカード２０の残量を動画記録の残り時間で示している
。図２（ａ）において、「３５分」は合計残量を動画記録の残り時間で示し、括弧内で、
メモリカード２０のアイコンに続く「２０分」はメモリカード２０の残量を動画記録の残
り時間で示す。両残量から、光ディスク２２の残量が１５分相当であることが分かる。
【００２０】
　図２（ｂ）は、メモリカード２０の残量と光ディスク２２の残量を個別に示している。
図２（ｂ）において、メモリカード２０のアイコンに続く「２０分」はメモリカード２０
の残量を動画記録の残り時間で示し、括弧内の「１５分」は光ディスク２２の残量を動画
記録の残り時間で示す。
【００２１】
　図２（ｃ）は、合計残量、メモリカード２０の残量及び光ディスク２２の残量を示して
いる。図２（ｃ）において、「３５分」は合計残量を動画記録の残り時間で示し、括弧内
のメモリカード２０のアイコンに続く「２０分」はメモリカード２０の残量を動画記録の
残り時間で示し、光ディスク２２のアイコンに続く「１５分」は光ディスク２２の残量を
動画記録の残り時間で示す。
【００２２】
　合計残量、メモリカード２０の残量及び光ディスク２２の残量は、撮影が進むに従い更
新される。図２に示すように、メモリカード２０の残量が２０分相当であるときに、例え
ば、「８分」だけ撮影が行われたとする。撮影画像がメモリカード２０に記録されている
場合には、メモリカード２０の残量は１２分相当に減り、合計残量は２７分相当になる。
【００２３】
　記録先として指定される記録媒体がメモリカード２０から光ディスク２２に変更される
と、残量表示も、光ディスク２２の残量がメモリカード２０の残量に優先して表示される
。
【００２４】
　図３は、静止画枚数による残量表示例を示す。図３（ａ）は、メモリカード２０と光デ
ィスク２２の合計残量とメモリカード２０の残量を記録可能な静止画枚数で示している。
図３（ａ）において、「３５０枚」は記録可能な静止画の合計枚数を示し、メモリカード
２０のアイコンに続く「２００枚」はメモリカード２０の残量を記録可能な静止画枚数で
示す。
【００２５】
　図３（ｂ）は、メモリカード２０の残量と光ディスク２２の残量を、それぞれに記録可
能な静止画枚数で示す。図３（ｂ）において、「２００枚」はメモリカード２０の残量を
記録可能な静止画枚数で示し、括弧内の「１５０枚」は光ディスク２２の残量を記録可能
な静止画枚数で示す。
【００２６】
　図３（ｃ）は、合計残量、メモリカード２０の残量及び光ディスク２２の残量を、記録
可能な静止画枚数で個別に示す。図３（ｃ）において、「３５０枚」は、合計残量をそこ
に記録可能な静止画枚数で示し、括弧内のメモリカード２０のアイコンに続く「２００枚
」は、メモリカード２０の残量をそこに記録可能な静止画枚数で示し、光ディスク２２の
アイコンに続く「１５０枚」は、光ディスク２２の残量をそこに記録可能な静止画枚数で
示す。
【００２７】
　図３の残量表示も、図２に関して説明したように、記録媒体２０，２２の利用に従い更
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新される。
【００２８】
　図４及び５を用いて、画像記録動作を説明する。図４は、本実施例の記録動作のフロー
チャートを示し、図５は、本実施例による警告の表示例である。ただし、最初の記録先と
して、メモリカード２０が指定されているものとする。
【００２９】
　撮影が開始されると、撮像部１４が被写体の画像信号を出力する。符号化部１６が、撮
像部１４から出力される画像信号を符号化し、一連の圧縮画像データからなる映像ストリ
ームを生成する。生成された映像ストリームがメモリカード２０に記録される（Ｓ１）。
【００３０】
　記録先として指定されているメモリカード２０の残量があるか否かを判別する（Ｓ２）
。メモリカード２０の残量があると（Ｓ２）、ステップ１に戻り、記録が継続される。メ
モリカード２０の残量が無くなると（Ｓ２）、光ディスク２２の残量があるか否かを判別
する（Ｓ３）。なお、ステップＳ２，Ｓ３では、残量があるか全くないかを判断している
が、０より大きな基準値を設け、この基準値以下になった時に残量無しと判断するように
してもよい。この基準値は、事前にユーザが操作部１６により任意に設定できるようにし
てもよい。
【００３１】
　光ディスク２２にも残量がない場合（Ｓ３）、メモリカード２０と光ディスク２２の両
方に残量がないことになる。この場合、撮像装置１０は、記録を終了する。
【００３２】
　光ディスク２２に残量があると（Ｓ３）、記録先をメモリカード２０から光ディスク２
２に変更する旨の図５に示すような警告を表示部１８に表示して、ユーザに記録先の変更
を通知する（Ｓ４）。所定時間（ここでは１０秒間）内に、記録先を変更して記録を継続
するか、記録を中止するかを決断するように、ユーザに促す。表示部１８に警告を表示す
る間、バッファ２４に映像ストリームが保持される（Ｓ５）。
【００３３】
　本実施例では、記録中止の場合、トリガーボタンを押し、記録先を変更して記録を続行
する場合、メニューボタンを押すことになっている。また、トリガーボタンもメニューボ
タンも押されずに所定時間が経過した場合には、ユーザは、記録先を変更して記録を続行
することに同意したと見做すことにしている。ユーザの応答を待つ所定時間は、予めユー
ザが任意に設定可能であるが、勿論、バッファ２４の容量により制限される。
【００３４】
　警告表示から一定時間が経過する前に（Ｓ６）、メニューボタンもトリガボタンも押さ
れないと（Ｓ７，Ｓ８）、ステップＳ４～Ｓ８がループする。トリガボタンが押されると
（Ｓ８）、警告表示が消去され（Ｓ９）、記録動作は終了する。
【００３５】
　メニューボタンもトリガボタンも押されることなく所定時間が経過するか（Ｓ６）、又
は、メニューボタンが押されると（Ｓ７）、記録先を変更して記録を続行することが選択
されたことになる。そして、警告表示が消去され（Ｓ１０）、記録先がメモリカード２０
から光ディスク２２に変更され（Ｓ１１）、ステップＳ１に戻り、新しい記録先である光
ディスク２２に撮影画像が記録される（Ｓ１）。記録先がメモリカード２０から光ディス
ク２２に変更されたので、ステップＳ２では、新しい記録先である光ディスク２２の残量
が調べられる。
【００３６】
　メモリカード２０の残量が無い状態で、光ディスク２２が記録先になっているので、こ
の間に、メモリカード２０を交換できる。残量の無くなったメモリカード２０及び光ディ
スク２２を交互に交換することで、極めて長い時間の連続撮影が可能になる。
【００３７】
　本実施例では、ステップＳ６において、所定時間経過する前にトリガボタンもメニュー
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動作を終了するようにしてもよい。
【００３８】
　図５に示す警告表示例を説明する。図５において、「１５分」は合計残量を動画の記録
可能時間として示し、「０分＋１５分」の「０分」は、メモリカード２０の残量がゼロで
あることを示し、「１５分」は光ディスク２２の残量を動画の記録可能時間として示す。
【００３９】
　このように、本実施例では、記録媒体の個別の残量とその合計残量を表示するので、小
容量の記録媒体の集まりであっても、記録媒体の全残量をすばやく確認できる。
【００４０】
　さらに、記録媒体の残量及び合計残量並びにアイコンを表示するようにしたので、個々
の記録媒体の残量内に収まるように撮影時間を調整できる。半ば自動的に又は当然に記録
先を変更することで、記録媒体を交換しながら撮影を続行することが可能になり、個々の
記録媒体の容量の制約を受けずに長時間の撮影を行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施例の概略構成ブロック図である。
【図２】本実施例の動画記録時間による残量表示例である。
【図３】本実施例の静止画枚数による残量表示例である。
【図４】本実施例の動作フローチャートである。
【図５】本実施例の警告表示例である。
【符号の説明】
【００４２】
１０　撮像装置
１２　制御部
１４　撮像部
１６　符号化部
１８　表示部
２０　メモリカード
２２　光ディスク
２４　バッファ
２６　操作部
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